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昨
年
１
月
〜
12
月
に
納
め
た
国

民
年
金
保
険
料
と
国
民
年
金
基
金

の
掛
金
は
、
市
・
都
民
税
や
所
得
税

申
告
の
と
き
、社
会
保
険
料
控
除
の

対
象
と
な
り
ま
す
。

　
申
告
に
は
、昨
年
11
月
に
日
本
年

金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
た「
社
会
保

険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）控
除
証

明
書
」を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
控

除
証
明
書
に
記
載
さ
れ
た
月
分
以

外
に
も
納
付
し
た
場
合
や
、家
族
の

分
を
納
付
し
た
場
合
は
、そ
の
領
収

証
書
も
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、昨
年
10
月
１
日
〜
12
月
31

日
に
、昨
年
中
初
め
て
国
民
年
金
保

険
料
を
納
付
し
た
方
に
は
、２
月
上

旬
に
日
本
年
金
機
構
か
ら
控
除
証

明
書
を
送
付
し
ま
す
。

☆
国
民
年
金
に
つ
い
て
詳
し
く

は
、
控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ

ル
☎
０
５
７
０-

003-

004
、
ま
た

は
、
立
川
年
金
事
務
所
☎
042-

523-

０
３
５
２
へ
。

☆
国
民
年
金
基
金
に
つ
い
て
詳
し

く
は
、
全
国
国
民
年
金
基
金
東
京

支
部
☎
０
１
２
０-

65-

４
１
９
２

へ
。

◉
国
民
年
金
保
険
料
は
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す

◉
高
齢
者
の
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
を
発
行
し
ま
す

募集する住宅 申し込み 備考

抽
せ
ん
方
式

一般募集
住宅

＊ 単身者向
＊ 単身者用車いす使用者向
＊ シルバーピア（単身者向・
二人世帯向）

２月17日（必着）
までに申込書を
渋谷郵便局（留
置）へ郵送

３月18日（水）
の午前９時30
分から都庁（新
宿区）で行う抽
選により入居
資格審査対象
者を決定

居室内で
病死など
があった
住宅

＊ 単身者向
＊ 単身者用車いす使用者向
＊ シルバーピア（単身者向・
二人世帯向）
＊ 車いす使用者世帯向

ポイント方式 ＊ ひとり親世帯向
＊ 高齢者世帯向
＊ 心身障害者世帯向
＊ 多子世帯向
＊ 特に所得の低い一般世帯向
＊ 車いす使用者世帯向

２月17日（必着）
までに申込書を
東京都住宅供給
公社都営住宅募
集センターへ郵
送

住宅困窮度の
高い順に入居
資格審査対象
者を決定

　申し込みなどは、右の表のとおりで
す。入居資格がそれぞれ定められてい
ますので、詳しくは、募集案内をご覧
ください。
◇ 募集案内・申込書の配布　２月３日
～ 12日に市役所住宅係・総合案内カ
ウンター、東部出張所、あいぽっく、 
武蔵野会館、緑会館で（閉所・休館
日を除く）
☆詳しくは、東京都住宅供給公社都営
住宅募集センター☎0570-010-810、ま
たは、市役所住宅係へ。

　
農
家
の
指
導
で
減
農
薬
の
野
菜
作
り
を
体
験
し
ま
す
。

◇
期
間　
３
月
15
日
〜
令
和
３
年
２
月
14
日

◇
場
所　
伊
藤
農
園（
宮
沢
町
１
丁
目
）

◇
栽
培
品
目　
20
品
目
以
上

◇
定
員　
10
人
程
度（
多
数
抽
選
）

◇
費
用　

４
万
円（
苗
・
肥
料
代
、
農
具
使
用
料
な
ど
を

含
む
）

◇
申
し
込
み　
往
復
は
が
き
に
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
電

話
番
号
を
記
入
し
、
２
月
15
日（
必
着
）ま
で
に
〒
196-

０
０
２
４
宮
沢
町
２-

32-

19　

伊
藤
正
人
さ
ん
へ

（
返
信
面
に
も
住
所
・
氏
名
を
記
入
）

☆
詳
し
く
は
、
都
市
農
業
担
当
へ
。

　
電
柱
や
街
路
灯
へ
の
貼
り
紙
な
ど
の
違
反
広
告
物
は
、

街
の
美
観
を
損
ね
る
だ
け
で
な
く
、
安
全
な
通
行
の
妨
げ

に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
定
期
的
に
撤
去
す
る
違
反
広
告

物
撤
去
協
力
員
を
募
集
し
ま
す
。

　
協
力
員
は
、
撤
去
で
き
る
広
告
物
に
つ
い
て
の
講
習
を

受
け
、
市
に
委
任
さ
れ
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
活
動
し

ま
す
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
保
険
の
費

用
は
市
が
負
担
し
ま
す
。

◇
対
象　

継
続
的
に
活
動
で
き

る
、
20
歳
以
上
の
方
の
グ
ル
ー

プ（
原
則
２
人
以
上
）

☆
申
し
込
み
は
、交
通
安
全
係
へ
。

違
法
な
貼
り
紙
を
な
く
そ
う

違
反
広
告
物
撤
去
協
力
員
を
募
集

体
験
型
農
園
の
入
園
者
を
募
集

　

次
の
認
定
要
件
の
す
べ
て
に
該

当
す
る
65
歳
以
上
の
方
に
、
市
・
都

民
税
、所
得
税
の
申
告
に
必
要
な
障

害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
を
発
行

し
ま
す
。

◇
認
定
要
件

＊
障
害
者
手
帳
を
持
っ
て
い
な
い

（
お
持
ち
の
方
は
申
告
時
に
手
帳

の
提
示
に
よ
り
控
除
可
）

＊
介
護
保
険
の
要
介
護
１
〜
５
の

認
定
を
受
け
て
い
る

＊
市
の
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定

基
準
に
該
当
す
る（
事
前
に
介
護

福
祉
課
認
定
担
当
に
問
い
合
わ

せ
を
）

◇
申
請　

介
護
保
険
証
と
印
鑑
を

持
っ
て
、市
役
所
介
護
福
祉
課
へ

※
代
理
人
の
方
は
、本
人
確
認
で
き

る
書
類
、
印
鑑
、
申
請
者
の
介
護

保
険
証
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

☆
詳
し
く
は
、介
護
福
祉
課
認
定
担

当
へ
。

市
・
都
民
税
、
所
得
税
の
申
告
を
す
る
方
へ

都営住宅の入居者を募集


